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要 旨
本研究の目的は、妊婦健康診査において助産師が超音波検査を活用して何を情報収集しているのかを明

らかにすることである。妊婦健康診査において、助産師は、超音波検査で《胎児異常の有無》《胎児発育の

状態》《分娩に関連する胎児と付属物の状態》《付属物の状態》の４つの視点で16の項目を情報収集してい

た。また、超音波検査を異常の診断に用いるだけでなく、助産師が責任を持つ正常妊娠分娩経過をたどる

対象であるかという視点を持ち活用していた。さらに、超音波検査所見から正常妊娠経過をたどるための

ケアに活用していることが明らかになった。母児が安全で安心できる妊娠経過をたどるように導く助産師

として、妊婦健康診査において超音波検査で情報を収集する技術を習得することは有用であり、助産師卒

後継続教育の必要性が示唆された。
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Abstract
The purpose of this study is to clarify what kind of information is collected by midwife in prenatal care

using ultrasound to capture the state of pregnant women. In prenatal care,midwife collected information

on “existence of fetal abnormalities”, “state of fetal development”, “state of fetuses and appendages

related to labor”, and “state of appendages” by ultrasonography. In addition to using ultrasound for

diagnosis of abnormalities, it was used from the viewpoint that midwife is responsible for the subject

following the course of normal pregnancy and parturition. Furthermore, ultrasonography findings

revealed that it was used for care to follow the normal pregnancy course. As a midwife who guides the

mother and child to follow a safe and reliable pregnancy course, it is useful to acquire techniques to collect

information by ultrasonic examination in prenatal care, which suggested the necessity of continuing

education after becoming midwife.
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Ⅰ．はじめに
妊婦健康診査は、妊娠時期に応じた母子の健康

状態を正しく評価することが目的であり、妊婦健

康診査の評価に基づいて、母子の潜在的な健康リ

スクに対して予測的に対応することにより、健康

逸脱を予防し、さらなる健康増進を図る。助産師

業務要覧（2017ａ）では、助産師は健康逸脱を早

期に発見し、医学的援助を得るなどの対策を講じ

ることにより、母子が正常な妊娠・分娩・産褥あ

るいは新生児の経過をたどれるように支援すると

論じられている。このことから、助産師は、妊婦

健康診査において、対象が正常な妊娠経過をた

どっているかどうか、また正常を維持するために

どのようなケアが必要かを判断し、保健指導を行

い、妊娠経過が異常であると判断した場合に、対

象者の状態に適した異常を回避する方法を考え、

ケアを実践していくという役割を持っていると言

える。特に、助産所で業務を行う助産師は、正常

分娩を取り扱うため、妊産婦との関係性を構築し

ながら妊娠期から助産師が一貫して関わり、正常

分娩に向け、継続して妊娠期ケアを行う責務があ

り、自律的な助産ケアを行っていると考えられる。

一方、超音波検査に目を向けると、周産期医療

において、多くの医療施設で超音波検査が用いら

れており、助産師による超音波検査が行われてい

る施設が７割であるという報告（我部山、2010）

や近年、超音波検査技術に関する継続教育の取り

組みに関する報告も多くみられ、助産師にも超音

波検査技術が求められる状況になっている。我部

山（2010）が、助産師が超音波検査を行う利点と

して、「コミュニケーション手段に有効」「妊婦や

家族の胎児への関心を引き出せる」「保健指導に

有効」と報告しているように、妊娠経過が正常か

異常かの判断だけでなく、対象の状態に合わせた

ケアの提供に活用される側面があり、助産師が行

う超音波検査の持つ意味は多様である。しかし、

美甘ら（2015）は、助産師が妊婦健康診査で用い

る超音波検査におけるケアについて明確になって

おらず、近年急激に、助産師の業務として移行し

たことにより、助産師が行う超音波検査のケアに

関して確立していないことが関係していると論じ

ている。このように、助産師が活用する超音波検

査の活用内容や基準、方法などについてはあいま

いな現状があると言える。助産師が超音波検査を

どのように活用しているかを明らかにし、超音波

診断機器の普及に伴うこれらの活用、技術の習得

を図ることは、助産師の能力の向上につながり、

助産看護の質と助産師としての自律性を高めるこ

とになる。

一方、助産師教育において、我部山（2012）は、

助産師の多くは実践の中でそれぞれが経験を積み

重ねたり、卒後研修を活用してこれらの技術や診

断を習得していると報告しているように、超音波

検査の手技に関する教育は確立されていないのが

現状である。超音波検査に関する教育において

は、正常か異常かの診断に関する教育内容だけで

なく、助産師が実施する多様な意味を持つ超音波

検査としてケアへつなげていくための教育や臨床

判断能力の育成も必要であると考える。

以上のことから、本研究の目的は、自律的な助

産ケアを行っている助産所に勤務する助産師を対

象に助産所での妊婦健康診査において超音波検査

を活用して助産師が何を情報収集しているのかを

明らかにし、産科診療におけるガイドラインや既

存文献と比較して助産師の超音波検査を活用した

情報収集に関する示唆を得ることとした。超音波

検査の活用が広がりつつある現状で、助産師がど

のように超音波検査を活用して情報収集している

かを明らかにすることは、助産師が個々に持つ専

門的知識および技術の積み重ねを可視化すること

となり、効果的な妊婦健康診査のあり方及び助産

師継続教育を考える一助となると考える。

Ⅱ．用語の定義
助産所での妊婦健康診査における超音波検査を

活用した助産師の情報収集：助産所での妊婦健康

診査において助産師が超音波検査を活用して胎児

や付属物の状態や変化を把握すること
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Ⅲ．研究の方法と対象
１．研究デザイン
質的帰納的研究

２．対象
助産所での助産師は、妊産婦との関係性を構築

しながら妊娠期から助産師が一貫して関わり、正

常分娩に向け、継続して妊娠期ケアを行う責務が

あり、自律的な助産ケアを行っていることから助

産所に勤務する助産師を対象とした。A県下の分

娩を取り扱うB助産所に勤務し、妊娠期ケアにあ

たる助産師で研究の概要を説明し、研究協力に同

意を得られた４名の助産師を対象とした。

また、研究協力者のケア対象者（以下、妊婦）

は、研究者が妊婦健康診査に同席することに研究

協力者から説明を受け、同意が得られた４名で

あった。

３．データ収集法
①参加観察法

研究者が妊婦健康診査の場面への同席に同意が

得られた、妊婦健康診査開始時から終了までの場

面で参加観察を行った。参加観察者としての役割

は、Goldがフィールドにおける研究者の関わり方

の４つのタイプとして、（１）完全な参加者、（２）

観察者としての参加者、（３）参加者としての観察

者、（４）完全な観察者を挙げており（野口、2008）、

本研究では、観察以外の役割を持たない、（３）参

加者としての観察者の立場で実施し、妊婦健康診

査、妊娠期ケアの妨げにならないよう心がけた。

妊婦健康診査の流れ、超音波検査時の流れ、画

像、助産師の行動、妊婦の反応を詳細に、フィー

ルドノートに記録した。

②半構成的面接

参加観察後、フィールドノートをもとに、経時

的に場面を振り返り、超音波検査時の情報収集の

項目の確認、情報収集の目的、その情報に対する

助産師の考えについて、半構成的面接を行った。

面接内容は、対象者の許可を得て可能な限りIC

レコーダーに録音し、さらにノートにメモした。

妊婦健康診査を２名の助産師が交代して担当して

場面⑤，⑥は、担当した２名の助産師それぞれ個

別に半構成的面接を行った。データ収集期間は、

平成29年10年～平成30年３月であった。

４．データ分析方法
フィールドノートをもとに、妊婦健康診査時の

助産師の言動、それに対する妊婦の反応を経時的

に整理した。半構成的面接で得られたデータから

逐語録を作成した。さらに、参加観察した内容に

半構成的面接で得た逐語録を追記して全体像を捉

え、経時的に妊婦健康診査において助産師が超音

波検査を活用して胎児や付属物の状態や変化を把

握していると考えられる項目を抽出し、データと

した。また、情報を得た目的や得た情報に対する

助産師の考えと捉えられるデータを超音波検査を

活用して得た項目の視点として抽出した。得られ

たデータの文脈を理解するため、繰り返し読み、

得られたデータの内容が矛盾したデータとならな

いよう努めた。面接技術、参加観察方法、データ

に関する研究者の理解と解釈の評価について、妥

当性、信頼性の確保のため、母性看護学の研究者

によるスーパーバイズを受けた。

Ⅳ．倫理的配慮
本研究は、高知県立大学研究倫理審査委員会の

承認を得て行った。対象者には、研究の目的と内

容、自由意思の尊重、協力撤回の自由、プライバ

シーの保護、不利益や危険性への配慮について、

文書および口頭で説明し、同意を得た上で実施し

た。本研究は参加観察法を用いたため、妊婦へ研

究協力者から、研究者が妊婦健康診査に同席する

ことを説明し同意を得たのち、改めて研究者が研

究について妊婦へ説明し、同意を得て行った。

Ⅴ．結果
１．場面の概要
参加観察を行った妊婦健康診査場面は、４名の
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妊婦の33週４日から41週２日の妊婦健康診査６場

面であった。参加観察は、25～40分、面接は、１

場面当たり、10～19分、超音波検査を用いた時間

は、１場面あたり５～10分であった。場面⑤の妊

婦は、妊娠中期に胎児発育不全のため連携病院に

受診していたが、正常妊娠経過をたどっていると

判断され、35週以降助産所で妊婦健康診査を受け

ていた。その他のケア対象者の妊婦の妊娠経過は

正常経過であった。全ケア対象者が経産婦であっ

た。

２．妊婦健康診査において超音波検査を活用して
得た情報
超音波検査を活用して胎児や付属物の状態や変

化を把握していると考えられる項目、その目的や

得た情報に対する助産師の考えと捉えられるデー

タを抽出した結果、妊婦健康診査において超音波

検査を活用して得た情報として、４つの視点、16

の項目が抽出された。情報収集の視点は《》、項目

は〔〕、語りは斜体、補足は（）で示した。情報収

集の視点は、《胎児異常の有無》《胎児発育の状態》

《分娩に関連する胎児と付属物の状態》《付属物

の状態》であった（表１）。

１）《胎児異常の有無》

超音波検査で映し出される画像から〔胎児の動

き・運動の有無〕〔内臓奇形の有無〕〔外表奇形の

有無〕〔内臓機能異常の有無〕の４つの項目の情報

を得て、《胎児異常の有無》を捉えていた。すべて

の場面においてこれらの項目が検査されていた。

〔胎児の動き・運動の有無〕は、超音波画像を

映し出した際の胎児の動きの有無、運動の様子、

四肢の動きを把握していた。超音波検査中に画面

に映し出された胎児が羊水を飲んでいる様子や手

をしゃぶっている様子を胎児が成長し準備してき

ていると捉え、対象者に胎児の動きをさしながら

その胎児がどのような動きをとっているかをタイ

ムリーに説明していた。

〔内臓奇形の有無〕〔外表奇形の有無〕は、場面

④において、「今の普通に見てる中で、違うものが
映ってくるっていうか。腸とか、普通に心臓、膀
胱、腸、横隔膜、とかは見るんだけど。他に違う、
何ていうのですかね。エコー像が見えてこないか
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なっていうのは。」と語られており、膀胱充満像や
胃泡を確認すること、心臓の４つの心腔を確認す

ることでこれらの臓器が正常に存在しているかと

いった内臓奇形の有無を把握していた。

〔内臓機能異常の有無〕は、心臓奇形、心肥大、

心拍リズムを心臓画像から捉えていた。場面③

で、心臓を超音波で映し出したことについて、

「時々後期で見つかってくるのが心臓肥大。
ちょっと見逃してる部分が30週20週の辺りで医師
の診察もあるんですけど。そこから外れて心肥大
になってる子もいたり、そういうので、やっぱり
ちょっと見にくいんですけど、その心胸比ってい
うか、見た感じのあの辺。」と語っており、35週時
の妊婦健康診査で、妊娠後期が心肥大がみつかり

やすい時期であることを踏まえて確認し、さらに

心拍に不整がないこと、４つの心腔があることを

確認していた。

２）《胎児発育の状態》

超音波検査で映し出される画像から〔胎児各部

の計測値〕〔推定体重算出〕〔皮下脂肪の状態〕の

３つの項目の情報を得て、《胎児発育の状態》を捉

えていた。

〔胎児各部の計測値〕では、児頭大横径を計測

し、場面③では、妊婦健康診査のたびに妊娠週数

に比して１週間くらい小さい値で計測されること

に対し、骨盤位の場合の計測が難しいこと、パー

センタイル内であること、体重増加がみられてい

ることを確認し、胎児の発育計測値が異常な小さ

さではなく、経過観察していくという判断に活用

していた。

〔推定体重算出〕は、胎児発育の評価として、

推定体重を算出していた。場面①では、推定体重

値を算出し、「体重は1900g。増えているね。大丈
夫。」と妊婦に胎児の体重について説明していた。
算出した値をこれまでの経過と比較し、2週間前

より体重増加があることから胎児発育は正常の範

囲であると判断していた。〔推定体重算出〕は、全

場面において情報として捉えられていた。

〔皮下脂肪の状態〕は、超音波計測値や胎児画

像を胎児発育状態として捉えていた。場面⑥で、

助産師は、胎児画像を妊婦に示しながら「皮下脂
肪もついとる。やせこけているわけではなさそう
よ。」と妊婦に話しかけていた。この場面につい
て、助産師は「脊柱が写ってて陰部が写ってるん
ですけど、その脊柱と肋骨の一部が写ってて、そ
の皮膚の間に隙間ができてたんですよ。それが皮
下脂肪なので、できてるなと思って。」と語ってお
り、脊柱と肋骨の一部の皮膚の間の隙間がある部

分を指して、皮下脂肪があることを示し、胎児が

成熟しているという判断に活用していた。

３）《分娩に関連する胎児と付属物の状態》

超音波検査で映し出される画像から〔胎位胎向〕

〔胎勢〕〔児頭の下降〕〔臍帯巻絡の有無と状態〕の

４つの項目の情報を得て、《分娩に関連する胎児

と付属物の状態》を捉えていた。

〔胎位胎向〕〔胎勢〕では、本研究では、37週を

過ぎた妊婦、分娩予定日を超過している場面⑥で

は、「分娩体勢が整っているかどうかというか、後
方後頭位だったら目が上に映るんですよ。それが
ないかっていうのを確認したかった。エコーして
るからある程度の回旋は予測できますが、屈位を
うまく取れてるか取れていないか、お産が近い人
は診たりしている。」と述べられており、分娩開始
に向かう胎位胎向、胎勢になっているかを確認し、

その情報を分娩開始の予測の判断に活用してい

た。

〔臍帯巻絡の有無と状態〕では、臍帯巻絡など

の分娩時に胎児の状態を悪化させるリスクがない

かを観察していた。場面⑤では、「巻絡のある子っ
てなかなか下がってこない子もいるので、そうい
うときになんで下がってこないのかなっていうと
きに、巻絡があるから臍帯が短いとか、いろいろ
考える一つの情報にはなるかなと思うので。」と
語っているように、臍帯巻絡がある場合には、児

の下降が進まない、分娩が進行しない原因となる

可能性があるため、情報共有しておく必要がある
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と考え、臍帯巻絡の有無を確認していた。また、

「実際ないこともいっぱいあるんですけど一応あ
るよっていうのがあれば、心積もりで心音が下が
るかもしれないだとか、そういうのがあるだろう
し。」とも語り、臍帯巻絡が確認されなかった妊婦
健康診査では、臍帯巻絡がないという情報を分娩

進行を妨げる臍帯因子はないという判断に活用し

ていた。このように、助産師は超音波検査におい

て、分娩進行を左右する胎児と付属物の状態を把

握していた。

４）《付属物の状態》

超音波検査で映し出される画像から〔羊水量〕

〔羊水ポケット〕〔胎盤付着部位〕〔臍帯付着部位〕

〔胎盤のgrade分類〕の５つの項目の情報を得て、

《付属物の状態》を捉えていた。

〔羊水量〕〔羊水ポケット〕は、全ての場面にお

いてを情報として捉えられていた。羊水ポケット

が異常値ではないこと、羊水量を確認し、胎児へ

のストレスや羊水ポケットが指し示す異常がない

という判断に活用していた。場面③では、「冷え
てきたからなのか、急に、今までずっと頭位だっ
た人が、この時期ぐらいとか、後期に入るかな、
ぐらいのときに、えっ、なんで急に回ってた？み
たいな人がいたので。ちょっと気を付けてもらっ
とかんといかんのかな、と思って。羊水もしっか
りある人ですし。経産婦さんだから、回りやすい
んかな、とか。」と語っており、超音波検査で羊水
量が十分あることの確認に加え、胎動が多いこと、

下肢の冷えがみられることから、対象の胎児が骨

盤位になる要素があるという解釈を行っていた。

〔胎盤付着部位〕〔臍帯付着部位〕〔胎盤のgrade

分類〕を情報として得て、胎盤早期剥離の有無の

所見が確認されていた。場面③④⑤では、妊娠後

期に注意しなければならない、胎盤機能低下や胎

盤早期剥離の可能性がある所見として捉えられて

おり、場面④では、「胎盤がどうだとかっていうの
は、この時期から出てたらちょっと不安には。後
期になってくるので。前、見たときに、エコーが、

胎盤が白かったりとか、抜けてたりとかしてたの
で。」と語り、超音波画像が白く映し出されたり、
抜ける画像があることを踏まえ、表面が白くなっ

ているが前回の画像と比較した上で、前回より白

い部分が増えていないこと、白くなっている部分

が表面のみであることを確認し、胎盤機能が低下

していると判断していた。この場面では、胎盤の

grade分類を確認することで、妊娠後期、予定日

超過による胎盤のaging評価に活用されていた。

このように羊水、胎盤、臍帯の状態を情報として

これらの機能を把握し、これらが妊娠および分娩、

母胎への影響についての判断に活用されていた。

３．本研究結果と既存の文献および産科診療ガイ
ドラインとの比較
本研究結果と既存の文献および産科診療ガイド

ラインで挙げられている妊婦健康診査における超

音波検査項目について比較した（表２）。

Ⅵ．考察
本研究では、助産所での妊婦健康診査で助産師

が超音波検査を活用して得た情報の視点は、《胎

児異常の有無》《胎児発育の状態》《分娩に関連す

る胎児と付属物の状態》《付属物の状態》が導かれ

た。ここでは、結果から、助産所での妊婦健康診

査における超音波検査を活用した助産師の情報収

集の特徴と捉えた分娩を予測するために超音波検

査で得る情報、助産所での妊婦健康診査における

助産師の情報収集項目の有用性、助産師が活用す

る妊婦健康診査における超音波検査の安全性と有

用性について考察する。

１．分娩を予測するために超音波検査で得る情報
本研究では、助産師は分娩開始が近い妊娠週数

の妊婦健康診査で、超音波検査で映し出される分

娩進行に関わる胎児及び付属物の所見である胎位

胎向、胎勢、児頭の下降を情報として分娩の予測

に活用していた。分娩に関連する胎児と付属物の

状態と分娩の予測への超音波検査の活用につい
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て、谷垣ら（2019）は、外診の補助として、頭の

位置から胎位の確認をすることは頻用され、分娩

進行中に眼球を頼りに回旋を確認することは、産

瘤が大きく内診が困難な例にも施行可能であり、

簡便かつ低侵襲という超音波検査の特徴を活かす

好例であると述べている。また、佐々木ら（2019）

は、分娩第１期における回旋異常の診断は、外診・

内診と超音波診断法の併用が推奨されていると報

告している。以上のように、分娩進行中の胎児の

所見、胎児回旋異常に関する超音波検査の活用の

報告がみられる分娩進行中の胎児の回旋を把握す

る上での超音波検査の活用は有用であるといえ

る。さらに、進ら（2010）は、妊娠期では、助産

外来で必要な超音波検査として、レオポルド触診

法で胎児の向きが判然としない場合は、あいまい

なままでおわらせることなく超音波で確認してお

く必要があると論じている。本研究結果におい

て、分娩開始前に、レオポルド触診法で胎児の胎

位胎向を確認したのち、超音波検査を用いて胎位

胎向の確認を行っていることが明らかになった。

さらに、分娩前でも胎位胎向、胎勢を捉えて、そ

の結果と問診、その他の診察所見と合わせて分娩

開始の徴候として捉えたり、分娩に向かうために

妊婦へのケアにつなげていた。このような活用方

法は、助産師が分娩を予測するための超音波の活

用法であり、助産師の超音波を活用した情報収集

の特徴であると考える。しかし、これを用いて分

娩開始を促すケアの効果や分娩予測に有用である

かを明らかにすることは今後の課題である。本研

究結果では、《分娩に関連する胎児と付属物の状

態》という視点を持って情報を得ていることが明

らかになり、助産師は、臍帯巻絡の有無を分娩進

行時に胎児のストレスが増大する可能性や児頭の

下降を妨げる要因として捉えていた。助産外来で

の超音波検査について、進ら（2010）は、正期産、

正常分娩であっても、臍帯因子による分娩異常の

出現は避けられず、可能であれば臍帯巻絡などを

確認できれば、分娩経過の観察に非常に有効な情

報となると述べている。このことから、助産師が

超音波検査を活用して情報収集することは、異常
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を早期発見するという意味だけでなく、正期産で

分娩開始する兆候があるかどうか、正常な分娩経

過をたどることが難しい要因がないかを見定める

ために必要であると考える。また、正常分娩を取

り扱う助産師として、《分娩に関連する胎児と付

属物の状態》の視点を持って情報を得ることは重

要であり、この視点で得た情報から、妊婦が正常

経過をたどるためのケアを選択しケアを実施して

いると考えられる。本来の妊娠期の超音波検査の

目的に限らない、正常分娩を取り扱うと共に母児

の安全を守るという目的があり、正常産を自律的

に取り扱う助産師にとって非常に重要な視点であ

るといえる。

本研究では、助産所での妊婦健康診査における

超音波検査の活用について研究を行ったが、助産

師が正常妊娠経過の妊婦や正常分娩を取り扱う場

合、超音波検査から得た情報をどのように活用し

ているかは定められておらず、助産師の技術や能

力に委ねられている状況である。産婦人科領域に

ついては、経会陰超音波検査を用いて分娩期の胎

児の下降の観察や胎児の回旋の進行度を可視化

し、客観的な分娩進行評価への活用も報告されて

いる（小林ら、2016）。同様に、助産師においても

外診や触診で胎児の状態を把握することが難しい

場合に、超音波検査を活用することで、より正確

な情報を得て、対象妊婦に合わせた適切なケアを

選択、実施することが可能になり、異常の予防、

正常な妊娠・分娩に向かうことにつながると考え

る。分娩予測のための超音波検査の活用について

研究を進めることで、助産師の助産診断技術の向

上、ひいては自律性を高めることにつながるとい

えよう。今後、正常分娩に向けた超音波検査の活

用について、超音波検査で得た情報から判断し実

施されたケアの正常分娩経過への効果を明らかに

して、助産師が超音波検査を活用することの有用

性を検討していくことが課題である。

２．本研究結果と既存の文献および産科診療ガイ
ドラインとの比較による助産所での妊婦健康診査
における助産師の情報収集項目の有用性
加藤ら（2018）の助産所助産師を対象とした助

産業務調査によると、約６割の助産所で経腹超音

波検査を利用しており、超音波検査による胎位胎

向、胎児発育、羊水量、胎児形態異常、臍帯の評

価は、妊婦に対する業務の上位５項目であったと

報告されている。本研究結果と比較すると、情報

を得る視点は概ね一致しており、助産所での助産

師は妊婦健康診査において超音波検査を活用して

同様の情報項目を得ている。助産師業務要覧

（2017ａ）では、産科における超音波検査の目的は、

胎児発育の確認、胎児形態異常の診断、胎児

well-beingの評価であるとされており、一方、産

科診療ガイドライン（2017）では、一般的な妊婦

健康診査の通常超音波検査で推奨される確認項目

として、「妊娠確認・予定日決定」「子宮頚管長確

認」「胎児発育」「胎盤位置・羊水量」「胎位」が挙

げられている。さらに、谷垣ら（2019）によると、

院内助産・助産師外来における超音波検査での助

産師・医師間の「異常の判断」や「医師への報告」

基準について協議するのに参考となる所見とし

て、羊水量の評価、胎児発育評価、胎位・胎向の

確認があげられている。本研究結果において、ガ

イドラインや助産師業務要覧に列挙されている超

音波検査で評価する項目と大きな違いはなかった

と言える。

本研究結果と既存文献およびガイドラインとの

比較で、助産師、医師それぞれが、超音波検査を

活用して得る必要がある項目に相違がみられた。

本研究結果と助産所に関する調査（加藤ら、2018）

では、助産師が行う超音波検査で、〔内臓奇形〕〔内

臓機能異常の有無〕〔外表奇形の有無〕は情報とし

て得るべき項目として挙げられている。《胎児異

常の有無》に関する項目は、産科診療ガイドライ

ン（2017）や谷垣ら（2019）の医師が考える助産

師が行う超音波検査で得る必要のある項目とし

て、これらの項目は挙げられていないという点で
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ある。現在の産科医療では、妊娠経過における異

常に関する診断は、医師が行っており、助産師が

超音波検査を行う場合の明確な項目や基準は設け

られていないという現状がある。産科診療ガイド

ライン（2017）では、スクリーニング検査として

20週頃と30週頃の「通常超音波検査」によるスク

リーニングは予後に多大な影響を与えうることな

どにより、これらの時期の健診は医師や超音波検

査技師といった専門職者の支援の下でなされるこ

とが推奨されており、助産師業務要覧（2017ａ）

においても同様の内容が記されている。本研究結

果では、内臓奇形や形態異常については、毎回の

妊婦健康診査で精査し、情報として得る必要性は

高くはないが、超音波検査を行った助産師は、ス

クリーニングとしての情報を得ているのではな

く、胎児発育状態や心臓の動き、不整脈の有無、

胎児の運動について情報を得ることで、胎児異常

に移行するリスクの有無を確認したり、早期の異

常発見につなげていると考えられる。しかし、助

産所における助産業務の指針の一つである助産師

業務要覧（2017ｂ）では、母子の安全を確保した

上で、妊娠・分娩・産後の全期間にわたる健康診

査および指導と助産行為を、助産師の全責任にお

いて行うとされており、助産師が行う超音波検査

の明確な項目や基準はなくとも、産科診療ガイド

ラインや助産業務ガイドラインといった指針や指

標に則って妊婦健康診査を遂行し、正常経過をた

どっているかを判断する必要があると考える。さ

らに、助産師が助産所で妊娠期から対象に関わる

上で、上野ら（2011）は、助産師が超音波断層装

置を活用することについて、疑わしき所見の判断

能力は身につけておく必要があると論じている。

助産師業務要覧（2017ａ）では、超音波検査は、

勤務環境によって求められるものは異なるが、確

定診断ではなく、「いつもと違う」と思われる例を

二次施設に紹介できれば良いと述べられている。

厳密で正確な診断結果を見出す目的ではなく、母

児が最も安全で安心して妊娠経過をたどれるよう

に気になる所見に気づくことは、妊婦健康診査で

超音波検査を活用する助産師に求められる知識と

技術と言えよう。そして、妊婦健康診査において、

妊娠経過の異常の有無を確認することは、助産所

で自らの責任の範囲内で正常分娩を取り扱い、母

児が正常な経過をたどるために非常に重要であ

り、その情報をもとに自らの取り扱いが可能か、

医療施設での治療が必要かどうかという判断が母

児の経過を大きく左右し、その後の母児・家族の

健康に大きな影響を及ぼす。妊娠経過の異常の診

断ではなく、正常な妊娠か、正常な経過として助

産師が自律して取り扱うことが可能な対象の状態

であるかという視点を持って、妊婦健康診査にお

ける超音波検査で情報を収集する能力は重要であ

り、助産師が妊婦健康診査において超音波検査を

活用する情報としての特徴といえよう。

以上のことから、情報として、《胎児異常の有無》

《胎児発育の状態》《分娩に関連する胎児と付属

物の状態》《付属物の状態》の４つの項目は、助産

師が行う超音波検査において必要な項目であると

考えた。

３．助産師が活用する妊婦健康診査における超音
波検査の安全性と有用性
加藤ら（2018）は、超音波検査は、助産所にお

いて６割が超音波検査を活用していることが報告

されており、産科領域での診断において必要不可

欠な医療機器となっていると報告している。超音

波検査の安全性をめぐっては、大橋（2017）は、

超音波は低侵襲ではあるが、ローリスク妊婦への

超音波スクリーニングの有用性は十分に確立して

いないと報告し、さらに沖本（2019）は、不必要

な超音波照射は控えるべきと報告している。しか

し、長時間の使用を避けたり、安全指標を守った

使用を遵守することで胎児の状態を診断する、妊

娠経過を把握する点において、超音波検査の有用

性は高く、助産師が活用する場合でも同様に有用

性があると考える。本研究において、助産師は超

音波検査によって得た情報を妊婦に伝えて共有し

ている場面が多くみられたが、助産師が超音波検
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査を活用することの意味について、水谷（2003）

は、超音波検査を妊婦健康診査に用いるケアの意

味について、妊婦を全体的に理解したり、妊婦の

主体性を育む、胎児への関心を引き出すといった

ケアの意味があると論じている。また、高垣ら

（2013）は、助産師が超音波検査を使用する目的と

して、コミュニケーションツールとしてや、妊婦

の愛着形成を促すと報告している。これらのこと

から、本研究において、助産師が妊婦と情報を共

有していたことは、妊婦の主体的に妊娠期ケアに

参加することを促したり、胎児への関心を引き出

し、妊婦が抱える胎児に関する不安の緩和につな

げるといった目的があり、超音波検査を活用する

意義であると考えられる。さらに、本研究におい

て、得た情報をもとに対象の妊娠経過や状況を解

釈し、それに基づいて対象に適切で、より正常な

妊娠分娩経過をたどるためのケアを選択している

ことが明らかになっており、助産師が超音波検査

を活用して情報を得ることは、妊娠が正常経過を

たどっているかという臨床判断を行うという目的

も持つと考えられる。加藤ら（2018）は、助産師

が五感に頼ったフィジカルアセスメントだけでは

なく、最適な診療機器などを用いて胎児および新生

児などの状態を観察し、的確に判断したうえで処置

を行うことは、妊産褥婦、胎児および新生児の安

全と安心の視点からも必要であると述べている。

以上のことから、助産師が妊婦健康診査におい

て安全性を遵守して超音波検査を活用し、正確な

情報収集をすることは、妊娠経過の異常の早期発

見や対象の主体性を引き出したり、正常妊娠経過

をたどるためのケアへの活用につながり、有用で

あると考える。超音波検査による情報収集項目に

ついて、さらに精査していくことが今後の課題で

ある。

Ⅶ．おわりに
助産師は、助産所での妊婦健康診査において対

象妊婦を捉えるために、超音波検査を活用して、

《胎児異常の有無》《胎児発育の状態》《分娩に関

連する胎児と付属物の状態》《付属物の状態》の４

つの視点で情報収集していたことが明らかになっ

た。本研究結果から、助産所での妊婦健康診査に

おいて、助産師は超音波検査で今後の分娩進行や

分娩開始時期を予測するための情報として、《分

娩に関連する胎児と付属物の状態》を超音波検査

から得ており、正常分娩を取り扱い、正常な分娩

進行を促す役割を持つ助産師独自の超音波検査を

活用する情報収集の特徴であると考えた。助産師

が妊婦健康診査において超音波検査を活用して得

る情報として、助産師の超音波検査の活用に関す

る既存文献およびガイドラインとの比較から、こ

の４つの視点と16の項目は、助産師が行う超音波

検査において必要な項目であると考えた。

妊娠経過の異常の診断という視点でなく、正常

な妊娠か、助産師が自律して取り扱うことが可能

な対象の状態であるかという視点を持って、妊婦

健康診査における超音波検査で情報を収集する能

力は重要であり、超音波検査を活用して情報収集

することは有用であると考える。厳密で正確な診

断結果を見出す目的ではなくとも、母児が最も安

全で安心できる妊娠経過をたどれるように気にな

る所見に気づくことは、妊婦健康診査で超音波検

査を活用する助産師に求められる知識と技術であ

り、超音波検査に関する助産師教育および卒後継

続教育の必要性が示唆された。本研究では、対象

者が４名の助産師に限定されており、研究協力者

の経験年数や背景などを考慮した分析はしておら

ず、本研究の限界である。また、データ収集を行っ

た場面の妊娠週数が33週以降の場面であるため、

研究の限界であり、今後の妊娠各期における超音

波を活用した助産師の情報収集について研究を進

めていくことが課題である。
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